
　　　平成28年3月1日より、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無および内容といった就労実態などに関する職場情報を新卒者等に
　　　提供することが、「若者雇用促進法」によって、義務づけられました。
　　　「青少年雇用情報」の記入方法については、以下をご参照ください。

※厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークより

■青少年雇用情報の記入方法
【情報の範囲】 

求人区分に応じて、企業全体の正社員／正社員以外※別の情報を提供

してください。  

※正社員以外の情報は、 期間雇用者や派遣等、いわゆる正社員以外

の直接雇用の労働者全てに関する情報としてください。 

【追加の情報】 

求人申込みを行っている採用区分（例：総

合職／一般職）、学歴別（大 卒／高卒）や

事業所別、職種別などの 情報についても、

追加情報として極力記入してください。  

※追加の情報については、貴社の任意の

区分の情報で構いません 

 
 
 
 

①前事業年度の月平均所定外労働

時間 、前事業年度の有給休暇の平均

取得日数を記載してください。 
 

②③前事業年度の育児休業取得者

数／ 出産者数 

育児休業取得者数及び出産者数につ

い て、いずれも記載してください。男

性については、配偶者の出産者数を

記載してください。  
 

④役員及び管理的地位にある者に占

め る女性の割合 

求人区分に関わらず、貴社に雇用さ

れる全ての労働者に関する情報として

ください。 

※｢管理的地位にある者｣とは、原則と

していわゆる課長級以上が該当しま

す。 

３．職場への定着の促進に関す

る 取組の実施状況 

 
 
 

①②新卒者等の採用者数 

／離職者数 

新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠

で採用した既卒者など、新卒者と同

等の処遇を行うものを含みます。 
 

③平均継続勤務年数 

労働者ごとのその企業に雇い入れら

れてから記入日の時点までに勤続し

た年数を合計した値を、労働者数で

割って算出します。  
 

※参考値：従業員の平均年齢 

若者雇用促進法に基づく青少年雇用

情報の項目ではありませんが、参考

値として、記入日時点での平均年齢

も可能な限り記入してください。 

１．募集・採用に関する情報 

 
 
 
 

制度として就業規則や労働協約に 

規定されていなくても、継続的に 実

施しており、かつそのことが従 業員

に周知されていれば「有」と 記入して

ください。 
 
 

①研修の有無及びその内容 

具体的な対象者または内容を示して

ください。全ての研修の内容を書き

切れない場合は、主な研修の内容の

み記入してください。 

２．職業能力の開発及び向上

に 関する取組の実施状況 

②自己啓発支援の有無及び その内容 

教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤

務制度がある場合は、その情報を含めて

記入してくださ い。他には、配置等につい

ての配慮、始終業時刻の変更、資格取得

の費用補助等もこの欄に記入してください。 
 

③メンター制度の有無 

メンター制度とは、新たに雇い入れた新

規学卒者等からの職業能力の開発及び

向上その 他の職業生活に関する相談に

応じ、並びに必要な助言その他の援助を

行う者を当該新規 学卒者等に割り当てる

制度のことです。 
 

④キャリアコンサルティング 制度の有無及

びその内容 

セルフ・キャリアドックを実施している場合は、

その情報を含めて記入してください。キャリ

アコンサルティングを実施する者が企業に

雇用されているかどうか、また資格の有無

は問いませんが、企業内の仕組みとして実

施されていることが必要です。 

⑤社内検定等の制度の有無及び そ

の内容  

自社で実施する社内検定制度のほか、

業界団体が実施する検定を活用する

場合も「有」と記入してください。 
 


